
様式６号
請負工事既済部分確認請求

※出来高部分を単品スライドの適用対象とする場合

様式７号
既済部分確認通知

※部分払等を行う場合で、
　出来高部分を単品スライド条項の適用対象とする場合

様式1号
請負代金の変更請求

※工期末の２ヵ月前までに請求

様式2号
協議開始日の通知

様式3号
変更額の協議

承認
様式4号

変更額の回答
否

※受注者の意思確認

※協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、姫路市が定
め、受注者に通知

様式5号
変更額の通知

変更契約 契約課
※変更額0円の時は、変更契約不要

※請求があった日から7日以内に通知
※協議開始の日は、受注者の意見を聞いた上、原則工期末から45日
前の日を設定

※積算に基づいた変更額を通知
※変更額が変更金額の１％以上の場合等、スライド条項を適用しない
場合は、変更額０円で協議
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